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第
三
十
一
条

旅
客
は
、
当
局
の
有
効
な
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
に
お
け
る
定
期
乗
車
券
の
情
報

が
不
要
と
な
り
、
当
局
が
定
め
る
申
請
書
を
提
出
し
、
か
つ
公
的
証
明
書
等
の
提
示
に
よ
り
当
該
障

害
者
用
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
の
記
名
人
本
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
場
合
は
、
障
害
者
Ｉ
Ｃ
定
期
乗

車
券
及
び
そ
の
対
と
な
る
介
護
者
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
に
つ
い
て
同
時
に
行
う
場
合
に
限
り
定
期
乗
車

券
の
払
戻
し
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
運
送
約
款
に
定
め
る
払
戻
し
を
行
い
、
障

害
者
用
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
か
ら
定
期
乗
車
券
の
情
報
の
み
を
消
去
し
て
返
却
す
る
。
た
だ
し
、
障
害

者
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
を
単
独
で
使
用
し
て
い
る
場
合
又
は
今
後
障
害
者
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
若
し
く
は

有
効
な
無
料
乗
車
券
の
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
障
が
い
者
Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
を
単
独
で
使
用
す
る
場
合

に
限
り
、
介
護
者
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
単
独
で
払
戻
し
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
払
戻
し
を
行
う
場
合
は
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
一
枚
に
つ
き
、
運
送
約
款
に
定
め

る
定
期
乗
車
券
の
払
戻
し
手
数
料
額
（
以
下
「
手
数
料
額
」
と
い
う
。
）
を
収
受
す
る
。

第
四
編

障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券

（
発
売
）

第
三
十
二
条

障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
は
、
当
局
が
定
め
る
事
業
者
の
駅
等
で
発
売
す
る
。

（
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
の
再
表
示
）

第
三
十
三
条

障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
は
、
券
面
表
示
事
項
が
不
明
と
な
っ
た
と
き
は
、
使
用
し

て
は
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
場
合
、
速
や
か
に
当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
を
企
画
乗
車
券
発
行
事
業
者
に
差
し

出
し
て
、
券
面
表
示
事
項
の
再
表
示
を
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

券
面
表
示
に
は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
の
効
力
は
な
い
。

４

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
の
障
害
又
は
機
器
の
故
障
に
よ
り
障

害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
が
使
用
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
、
当
局
が
認
め
た
と
き
に
限
り
、
障
害
者

用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
乗
車
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
を
使
用
す
る
場
合
、
係
員
か
ら
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
の
提
示

を
求
め
ら
れ
た
と
き
に
は
、
こ
れ
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。

（
紛
失
再
発
行
）

第
三
十
四
条

障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
の
記
名
人
が
当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
を
紛
失
し

た
場
合
で
、
当
局
が
定
め
る
申
請
書
を
提
出
し
た
と
き
は
、
次
の
各
号
の
条
件
を
満
た
す
場
合
に
限

っ
て
、
紛
失
し
た
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
の
使
用
停
止
措
置
及
び
再
発
行
整
理
票
を
交
付
す
る

手
続
を
行
う
。

一

申
請
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
公
的
証
明
書
等
の
提
示
に
よ
り
、
再
発
行
を
請
求
す
る
旅
客
が

当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
の
記
名
人
本
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
で
き
る
こ
と
。

二

記
名
人
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
性
別
の
情
報
が
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
発
行
事
業
者
の
シ
ス

テ
ム
に
登
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
停
止
措
置
を
行
っ
た
当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
は
、
旅
客
が
再

発
行
整
理
票
発
行
日
の
翌
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
次
の
第
一
号
及
び
第
二
号
の
条
件
を
満
た
し
た
上
、

当
該
企
画
乗
車
券
発
行
事
業
者
に
発
行
を
請
求
し
た
場
合
に
限
っ
て
、
当
該
企
画
乗
車
券
発
行
事
業

者
に
お
い
て
裏
面
に
刻
印
さ
れ
た
も
の
と
異
な
る
カ
ー
ド
番
号
の
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
を
再

発
行
す
る
。
た
だ
し
、
再
発
行
す
る
当
日
に
お
い
て
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
の
有
効
期
間
が
終

了
し
て
い
る
場
合
は
、
当
該
企
画
乗
車
券
発
行
事
業
者
以
外
の
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
の
駅
等
に
お
い
て

も
再
発
行
す
る
。

一

公
的
証
明
書
等
の
提
示
に
よ
り
、
再
発
行
を
請
求
す
る
旅
客
が
当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車

券
の
記
名
人
本
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
で
き
る
こ
と
。

二

旅
客
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
さ
れ
た
再
発
行
整
理
票
を
提
出
す
る
こ
と
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
再
発
行
の
取
扱
い
を
行
う
場
合
の
紛
失
再
発
行
手
数
料
及
び
デ
ポ
ジ
ッ
ト
の

取
扱
い
は
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
発
行
事
業
者
規
則
の
定
め
に
よ
る
。

４

当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
の
使
用
停
止
の
申
出
を
受
け
付
け
た
後
、
こ
れ
を
取
り
消
す
こ

と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
紛
失
し
た
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
が
発
見
さ
れ
た
場
合
に
、
当
該
障

害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
を
再
発
行
用
の
媒
体
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

５

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
取
扱
い
を
行
っ
た
後
に
、
紛
失
し
た
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
が

発
見
さ
れ
た
場
合
、
デ
ポ
ジ
ッ
ト
の
取
扱
い
は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
発
行
事
業
者
規
則
の
定
め
に
よ
る
。

６

障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
の
い
ず
れ
か
一
方
を
紛
失
し
た
場
合
、
紛
失
し
た
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企

画
乗
車
券
の
再
発
行
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
、
対
と
な
る
も
う
一
方
の
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券

を
使
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
当
局
路
線
内
を
乗
車
す
る
場
合
に
限
り
、
障
害
者
Ｉ
Ｃ

企
画
乗
車
券
又
は
無
料
乗
車
券
の
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
障
が
い
者
Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
を
単
独
で
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。



（増刊 13）東 京 都 公 報令和5年3月17日（金曜日）１７

（
障
害
再
発
行
）

第
三
十
五
条

障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
の
破
損
等
に
よ
っ
て
所
定
の
機
器
で
使
用
で
き
な
い
場
合

で
、
当
局
が
定
め
る
申
請
書
を
提
出
し
、
か
つ
当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
を
提
示
し
た
と
き

は
、
再
発
行
整
理
票
を
交
付
す
る
手
続
を
行
う
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
再
発
行
整
理
票
が
発
行
さ
れ
た
当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
は
、
旅
客

が
再
発
行
整
理
票
発
行
日
の
翌
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
次
の
第
一
号
及
び
第
二
号
の
条
件
を
満
た
し

た
上
、
当
該
企
画
乗
車
券
発
行
事
業
者
に
発
行
を
請
求
し
た
場
合
に
限
っ
て
、
当
該
企
画
乗
車
券
発

行
事
業
者
に
お
い
て
裏
面
に
刻
印
さ
れ
た
も
の
と
異
な
る
カ
ー
ド
番
号
の
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車

券
を
再
発
行
す
る
。
た
だ
し
、
再
発
行
す
る
当
日
に
お
い
て
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
の
有
効
期

間
が
終
了
し
て
い
る
場
合
は
、
当
該
企
画
乗
車
券
発
行
事
業
者
以
外
の
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
の
駅
等
に

お
い
て
も
再
発
行
す
る
。

一

旅
客
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
し
た
再
発
行
整
理
票
を
提
出
す
る
こ
と
。

二

旅
客
が
当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
を
提
出
す
る
こ
と
。

３

当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
の
障
害
再
発
行
の
申
出
を
受
け
付
け
た
後
、
こ
れ
を
取
り
消
す

こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
を
再
発
行
用
の
媒
体
と
し
て
使
用
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

４

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
理
由
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
再
発
行
の
取
扱
い
を
行

わ
な
い
。
な
お
、
こ
の
場
合
、
デ
ポ
ジ
ッ
ト
の
取
扱
い
は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
発
行
事
業
者
規
則
の
定
め

に
よ
る
。

一

裏
面
に
刻
印
さ
れ
た
カ
ー
ド
の
番
号
が
判
読
で
き
な
い
場
合

二

旅
客
の
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
が
障
害
状
態
と
な
っ
た
と

認
め
ら
れ
、
第
二
十
五
条
第
二
項
第
二
号
に
よ
り
無
効
と
な
っ
た
場
合

５

障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
の
い
ず
れ
か
一
方
が
障
害
状
態
と
な
っ
た
場
合
、
障
害
状
態
と
な
っ

た
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
の
再
発
行
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
、
対
と
な
る
も
う
一
方
の
障
害
者

用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
を
使
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券

に
有
効
な
企
画
乗
車
券
が
付
加
さ
れ
て
い
た
場
合
、
当
該
企
画
乗
車
券
の
有
効
区
間
に
限
り
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
当
局
路
線
内
を
乗
車
す
る
場
合
に
限
り
、
障
害
者
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
又

は
無
料
乗
車
券
の
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
障
が
い
者
Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
を
単
独
で
使
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
準
用
）

第
三
十
六
条

第
三
編
（
第
十
九
条
、
第
二
十
条
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
七
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま

で
及
び
第
三
十
一
条
は
除
く
。
）
の
規
定
は
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
の
取
扱
い
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
三
条
第
一
項
、
第
二
十
五
条
第
一
項
第
八
号
及
び
第
二
十

六
条
中
「
運
送
約
款
」
と
あ
る
の
は
「
運
送
約
款
等
」
と
、
第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
乗
車

処
理
後
の
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
開
始
後
の
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車

券
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
三
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
三
十
四
号

東
京
都
地
下
高
速
電
車
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

東
京
都
交
通
局
長

武

市

玲

子

東
京
都
地
下
高
速
電
車
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規
程

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
東
京
都
交
通
局
（
以
下
「
当
局
」
と
い
う
。
）
の
東
京
都
地
下
高
速
電
車

（
以
下
「
地
下
高
速
電
車
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
、
東
京
都
地
下
高
速
電
車
身
体
障
害
者
旅
客
運

賃
割
引
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
交
通
局
規
程
第
十
一
号
。
以
下
「
身
体
障
害
者
割
引
規
程
」
と
い

う
。
）
第
三
条
に
定
め
る
第
一
種
身
体
障
害
者
又
は
東
京
都
地
下
高
速
電
車
知
的
障
害
者
旅
客
運
賃

割
引
規
程
（
平
成
三
年
交
通
局
規
程
第
百
十
五
号
。
以
下
「
知
的
障
害
者
割
引
規
程
」
と
い
う
。
）

第
三
条
に
定
め
る
第
一
種
知
的
障
害
者
と
そ
の
介
護
者
に
限
り
発
行
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
（
以

下
「
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
旅
客
の
運
送
等
に
つ
い
て
、
そ
の
使
用

条
件
を
定
め
、
も
っ
て
旅
客
の
利
便
性
向
上
と
業
務
の
適
正
な
遂
行
と
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
適
用
範
囲
）

第
二
条

地
下
高
速
電
車
に
お
い
て
旅
客
の
運
送
等
を
行
う
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
は
、
次
の
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各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

株
式
会
社
パ
ス
モ
が
発
行
す
る
「
障
が
い
者
用
Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
」

二

株
式
会
社
パ
ス
モ
が
相
互
利
用
を
行
う
以
下
の
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券

ア

東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
が
発
行
す
る
「
障
が
い
者
用
Ｓ
ｕ
ｉ
ｃ
ａ
」

イ

東
京
臨
海
高
速
鉄
道
株
式
会
社
が
発
行
す
る
「
障
が
い
者
用
り
ん
か
い
Ｓ
ｕ
ｉ
ｃ
ａ
」

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
第
二
号
に
定
め
る
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
う
ち
、

一
部
の
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
に
つ
い
て
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
処
理
す
る
機

器
で
使
用
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
。

３

第
一
項
の
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
に
よ
る
旅
客
の
運
送
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
程
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

４

東
京
都
地
下
高
速
電
車
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規
程
（
平
成
十
九
年
交
通
局
規
程
第
八
号
。
以

下
「
Ｉ
Ｃ
規
程
」
と
い
う
。
）
第
四
条
、
第
六
条
、
第
八
条
、
第
九
条
、
第
十
条
、
第
十
二
条
、
第

十
四
条
、
第
十
五
条
、
第
二
十
八
条
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
四
条
、

第
四
十
五
条
及
び
第
四
十
六
条
の
規
定
は
、
地
下
高
速
電
車
に
お
け
る
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車

券
に
よ
る
旅
客
の
運
送
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
小
児
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
と
し
て
の
取
扱
い

は
行
わ
な
い
。

５

第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
に
お

い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
各
号
に
定
め
る
取
扱
い
は
行
わ
な
い
。

一

第
六
条
（
発
売
）

二

第
十
条
第
二
項
（
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
再
印
字
）

三

第
十
一
条
第
二
項
（
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
個
人
情
報
の
変
更
）

四

第
十
四
条
（
紛
失
再
発
行
）
、
た
だ
し
本
条
に
定
め
る
再
発
行
整
理
票
交
付
手
続
は
行
う
。

五

第
十
五
条
（
障
害
再
発
行
）
、
た
だ
し
本
条
に
定
め
る
再
発
行
整
理
票
交
付
手
続
は
行
う
。

六

第
十
六
条
（
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
交
換
）

七

第
十
八
条
（
払
戻
し
）

八

第
十
九
条
（
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
変
更
）

九

第
二
十
条
（
有
効
期
限
の
更
新
）

十

第
二
十
一
条
（
都
営
交
通
無
料
乗
車
券
情
報
の
記
録
）

６

こ
の
規
程
に
定
め
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
法
令
、
東
京
都
地
下
高
速
電
車
旅
客
営
業
規
程

（
昭
和
三
十
五
年
交
通
局
規
程
第
十
号
。
以
下
「
旅
客
営
業
規
程
」
と
い
う
。
）
、
Ｉ
Ｃ
規
程
、
障

害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
発
行
事
業
者
が
定
め
る
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
則
（
以
下
「
障
害
者
用

Ｉ
Ｃ
発
行
事
業
者
規
則
」
と
い
う
。
）
等
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
用
語
の
意
義
）

第
三
条

こ
の
規
程
に
お
け
る
主
な
用
語
の
意
義
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

「
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
発
行
事
業
者
」
と
は
、
株
式
会
社
パ
ス
モ
、
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式

会
社
及
び
東
京
臨
海
高
速
鉄
道
株
式
会
社
を
い
う
。

二

「
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
」
と
は
、
Ｉ
Ｃ
取
扱
事
業
者
の
う
ち
鉄
道
事
業
者
を
い
う
。

三

「
障
害
者
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
」
と
は
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
う
ち
障
害
者
本
人

の
使
用
に
供
す
る
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
い
う
。

四

「
介
護
者
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
」
と
は
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
う
ち
介
護
者
の
使

用
に
供
す
る
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
い
う
。

五

「
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｆ
カ
ー
ド
乗
車
券
」
と
は
、
Ｓ
Ｆ
に
よ
り
旅
客
の
運
送
等
に
供
す
る
障
害

者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
い
う
。

六

「
障
害
者
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｆ
カ
ー
ド
乗
車
券
」
と
は
、
Ｓ
Ｆ
に
よ
り
旅
客
の
運
送
等
に
供
す
る
障
害
者

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
い
う
。

七

「
介
護
者
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｆ
カ
ー
ド
乗
車
券
」
と
は
、
Ｓ
Ｆ
に
よ
り
旅
客
の
運
送
等
に
供
す
る
介
護
者

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
い
う
。

八

「
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
」
と
は
、
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
の
定
期
乗
車
券
の
機
能
を
付
加
し

た
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
い
う
。

九

「
障
害
者
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
」
と
は
、
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
の
定
期
乗
車
券
の
機
能
を
付
加
し
た

障
害
者
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
い
う
。

十

「
介
護
者
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
」
と
は
、
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
の
定
期
乗
車
券
の
機
能
を
付
加
し
た

介
護
者
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
い
う
。

十
一

「
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
」
と
は
、
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
が
旅
客
営
業
規
程
等
に
定
め
る

旅
客
運
賃
の
割
引
を
行
う
乗
車
券
（
以
下
「
企
画
乗
車
券
」
と
い
う
。
）
の
機
能
を
付
加
し
た
障

害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
い
う
。
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十
二

「
障
害
者
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
」
と
は
、
企
画
乗
車
券
の
機
能
を
付
加
し
た
障
害
者
Ｉ
Ｃ
カ
ー

ド
乗
車
券
を
い
う
。

十
三

「
介
護
者
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
」
と
は
、
企
画
乗
車
券
の
機
能
を
付
加
し
た
介
護
者
Ｉ
Ｃ
カ
ー

ド
乗
車
券
を
い
う
。

２

こ
の
規
程
に
定
め
の
な
い
用
語
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
Ｉ
Ｃ
規
程
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
発
行
事
業
者

規
則
、
そ
の
他
の
関
連
す
る
規
程
等
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

Ｉ
Ｃ
規
程
第
三
条
第
一
号
中
「
Ｉ
Ｃ
発
行
事
業
者
規
則
」
と
あ
る
の
は
「
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
発
行
事
業

者
規
則
」
と
、
同
条
第
十
四
号
中
「
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
発
行
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ

ー
ド
発
行
事
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
使
用
方
法
及
び
制
限
事
項
）

第
四
条

障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
使
用
し
て
乗
車
す
る
と
き
は
、
Ｉ
Ｃ
規
程
第
五
条
に
定
め

る
取
扱
い
の
ほ
か
、
障
害
者
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
及
び
そ
の
対
と
な
る
介
護
者
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券

を
同
時
か
つ
同
一
行
程
で
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
東
京
都
都
営
交
通
無
料
乗
車
券

発
行
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
交
通
局
規
程
第
四
十
二
号
。
以
下
「
無
料
乗
車
券
発
行
規
程
」
と
い

う
。
）
第
二
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
定
め
る
者
に
対
し
て
発
行
す
る
有
効
な
東
京
都
都
営
交
通
無

料
乗
車
券
（
以
下
「
無
料
乗
車
券
」
と
い
う
。
）
を
所
持
す
る
者
又
は
「
療
育
手
帳
制
度
に
つ
い

て
」
（
昭
和
四
十
八
年
九
月
厚
生
省
発
児
第
百
五
十
六
号
厚
生
事
務
次
官
通
知
）
に
よ
り
定
め
ら
れ

た
療
育
手
帳
制
度
要
綱
に
規
定
す
る
療
育
手
帳
（
以
下
「
療
育
手
帳
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
東
京
都

が
発
行
す
る
愛
の
手
帳
を
所
持
す
る
者
が
単
独
で
乗
車
す
る
と
き
は
、
地
下
高
速
電
車
に
乗
車
す
る

場
合
に
限
り
、
障
害
者
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
単
独
で
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

障
害
者
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
は
記
名
人
本
人
、
介
護
者
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
は
障
害
者
Ｉ
Ｃ
カ
ー

ド
乗
車
券
を
使
用
す
る
記
名
人
本
人
を
介
護
す
る
能
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
限
り
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

３

障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
は
、
有
効
期
限
終
了
後
は
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、

第
二
十
条
に
規
定
す
る
有
効
期
限
の
更
新
手
続
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
有
効
期
限
を
延
長
し
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
個
人
情
報
の
取
扱
い
）

第
五
条

障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
に
係
る
個
人
情
報
の
取
扱
い
は
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
発

行
事
業
者
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
二
章

発
売

（
発
売
）

第
六
条

障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
は
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
発
行
事
業
者
規
則
の
定
め
に
よ
り
駅
等

で
発
売
す
る
。

２

旅
客
が
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
に
定
期
乗
車
券
の
機
能
を
付
加
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
場

合
で
、
必
要
事
項
を
記
入
し
た
購
入
申
込
書
の
提
出
及
び
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
手
帳
又
は
療
育
手
帳
（
以
下

「
手
帳
」
と
い
う
。
）
を
提
示
し
た
と
き
は
、
身
体
障
害
者
割
引
規
程
第
五
条
及
び
知
的
障
害
者
割

引
規
程
第
五
条
に
定
め
る
割
引
の
定
期
乗
車
券
に
限
り
発
売
す
る
。

３

旅
客
が
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
に
企
画
乗
車
券
の
機
能
を
付
加
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
場

合
は
、
第
一
種
身
体
障
害
者
又
は
第
一
種
知
的
障
害
者
と
そ
の
介
護
者
に
対
し
て
同
時
に
発
売
す
る
。

た
だ
し
、
無
料
乗
車
券
情
報
を
記
録
し
た
障
害
者
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
所
持
す
る
障
害
者
の
介
護

者
に
限
り
、
単
独
で
発
売
す
る
。

（
Ｓ
Ｆ
残
額
の
確
認
）

第
七
条

障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｆ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
Ｓ
Ｆ
残
額
は
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
処

理
す
る
機
器
に
よ
り
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｆ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
Ｓ
Ｆ
残
額
履
歴
の
表
示
又
は
印
字
は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
発
行

事
業
者
規
則
の
定
め
に
よ
り
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
処
理
を
行
う
機
器
に
よ
り
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の

Ｓ
Ｆ
残
額
履
歴
の
表
示
又
は
印
字
は
最
近
の
Ｓ
Ｆ
残
額
履
歴
か
ら
二
十
件
ま
で
と
し
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
場
合
は
表
示
又
は
印
字
に
よ
る
確
認
は
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。

一

出
場
処
理
が
さ
れ
て
い
な
い
Ｓ
Ｆ
残
額
履
歴

二

所
定
の
機
器
に
よ
る
処
理
が
完
全
に
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
き
の
Ｓ
Ｆ
残
額
履
歴

三

第
十
四
条
又
は
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
再
発
行
し
た
と
き

の
再
発
行
前
の
Ｓ
Ｆ
残
額
履
歴

四

第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
交
換
し
た
と
き
の
交
換
前
の
Ｓ
Ｆ

残
額
履
歴
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３

当
局
に
お
い
て
は
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
発
行
事
業
者
規
則
の
定
め
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
二
項
に
定
め

る
Ｓ
Ｆ
残
額
及
び
Ｓ
Ｆ
残
額
履
歴
の
ほ
か
、
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー

ド
乗
車
券
に
限
り
、
最
近
の
Ｓ
Ｆ
残
額
履
歴
か
ら
百
件
ま
で
遡
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま

た
、
こ
の
場
合
に
は
、
第
十
四
条
又
は
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を

再
発
行
し
た
と
き
の
再
発
行
前
の
Ｓ
Ｆ
残
額
履
歴
及
び
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ

ー
ド
乗
車
券
を
交
換
し
た
と
き
の
交
換
前
の
Ｓ
Ｆ
残
額
履
歴
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

次
の
各
号
に
定
め
る
場
合
は
表
示
又
は
印
字
に
よ
る
確
認
は
で
き
な
い
。

一

出
場
処
理
が
さ
れ
て
い
な
い
Ｓ
Ｆ
残
額
履
歴

二

所
定
の
機
器
に
よ
る
処
理
が
完
全
に
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
き
の
Ｓ
Ｆ
残
額
履
歴

三

二
十
六
週
間
を
経
過
し
た
Ｓ
Ｆ
残
額
履
歴

四

第
十
四
条
又
は
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
再
発
行
し
た
当
日

に
お
け
る
再
発
行
前
の
Ｓ
Ｆ
残
額
履
歴

五

第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
交
換
し
た
当
日
に
お
け
る
交
換
前

の
Ｓ
Ｆ
残
額
履
歴

第
三
章

運
賃

（
運
賃
の
減
額
）

第
八
条

障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
使
用
し
て
、
第
四
条
及
び
Ｉ
Ｃ
規
程
第
五
条
第
一
項
の
定

め
に
よ
り
乗
車
し
た
場
合
、
出
場
時
に
Ｉ
Ｃ
規
程
第
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第
三
十

五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
に
規
定
す
る
割
引
運
賃
を
減
額
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
割
引
の
運
賃
を
減
額
す
る
場
合
、
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
一
円

未
満
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。

第
四
章

効
力

（
効
力
）

第
九
条

障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
区
間
内
を
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｆ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
使

用
し
て
乗
車
す
る
場
合
の
効
力
は
Ｉ
Ｃ
規
程
第
十
七
条
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
各
項
に
定
め
る
と
お
り

と
す
る
。

２

介
護
者
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
か
ら
Ｉ
Ｃ
規
程
第
十
六
条
に
定
め
る
割
引
の
運
賃
を
減
額
す
る
こ
と

を
承
諾
し
、
か
つ
介
護
能
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
小
児
が
使
用
す
る
場
合
に
は
、
任
意
の
小
児
一

人
が
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

定
期
乗
車
券
及
び
企
画
乗
車
券
の
機
能
を
付
加
し
た
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
に
つ
い
て
、

Ｓ
Ｆ
を
チ
ャ
ー
ジ
し
て
券
面
表
示
区
間
外
又
は
券
面
表
示
の
有
効
期
間
の
開
始
日
前
若
し
く
は
有
効

期
間
の
満
了
日
の
翌
日
以
降
に
お
い
て
乗
車
す
る
場
合
は
、
第
一
項
を
適
用
す
る
。

（
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
再
印
字
）

第
十
条

障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
は
、
そ
の
券
面
に
表
示
す
べ
き
事
項
（
以
下
「
券
面
表
示
事

項
」
と
い
う
。
）
が
不
明
と
な
っ
た
と
き
は
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
場
合
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
発
行
事
業
者
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
速
や
か
に
当
該
障

害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
当
局
に
差
し
出
し
て
、
券
面
表
示
事
項
の
再
印
字
を
請
求
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
個
人
情
報
の
変
更
）

第
十
一
条

改
氏
名
等
に
よ
り
、
旅
客
の
個
人
情
報
と
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
に
記
録
さ
れ
た

個
人
情
報
に
相
違
が
生
じ
た
場
合
、
当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
は
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
場
合
、
旅
客
は
速
や
か
に
当
局
の
定
め
る
申
込
書
及
び
当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車

券
を
当
局
に
差
し
出
し
て
、
個
人
情
報
変
更
の
請
求
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
の
取
扱

い
は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
発
行
事
業
者
規
則
の
定
め
に
よ
る
。

（
無
効
と
な
る
場
合
）

第
十
二
条

障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
無
効

と
す
る
。
こ
の
場
合
、
無
効
と
な
っ
た
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
取
扱
い
は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ

発
行
事
業
者
規
則
の
定
め
に
よ
る
。

一

旅
行
開
始
後
の
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
他
人
か
ら
譲
り
受
け
て
使
用
し
た
場
合

二

係
員
の
承
諾
な
く
改
札
機
等
に
よ
る
改
札
を
受
け
ず
に
入
出
場
し
た
場
合
、
又
は
障
害
者
用
Ｉ

Ｃ
定
期
乗
車
券
及
び
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
の
券
面
表
示
区
間
外
の
区
間
を
乗
車
し
、
係
員

の
承
諾
を
受
け
ず
に
出
場
し
た
場
合

三

障
害
者
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
記
名
人
本
人
以
外
の
者
が
使
用
し
た
場
合

四

障
害
者
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
記
名
人
本
人
が
単
独
で
使
用
し
た
場
合
（
第
四
条
第
一
項
た
だ

し
書
の
場
合
を
除
く
。
）

五

介
護
者
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
介
護
者
が
単
独
で
使
用
し
た
場
合
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六

券
面
表
示
事
項
が
不
明
と
な
っ
た
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
使
用
し
た
場
合

七

使
用
資
格
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
性
別
及
び
電
話
番
号
を
偽
っ
て
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車

券
を
購
入
又
は
使
用
し
た
場
合

八

券
面
表
示
事
項
を
ぬ
り
消
し
、
又
は
改
変
し
て
使
用
し
た
場
合

九

偽
造
、
変
造
又
は
不
正
に
作
成
さ
れ
た
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
若
し
く
は
Ｓ
Ｆ
を
使
用

し
た
場
合

十

旅
客
の
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
が
障
害
状
態
と
な
っ
た

と
認
め
ら
れ
る
場
合

十
一

そ
の
他
不
正
乗
車
の
手
段
と
し
て
使
用
し
た
場
合

（
不
正
使
用
に
対
す
る
旅
客
運
賃
・
増
運
賃
の
収
受
）

第
十
三
条

前
条
の
規
定
に
該
当
し
た
場
合
、
旅
客
営
業
規
程
の
定
め
に
よ
り
普
通
旅
客
運
賃
及
び
増

運
賃
を
収
受
す
る
。

第
五
章

再
発
行
・
交
換

（
紛
失
再
発
行
）

第
十
四
条

障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｆ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
記
名
人
が
当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｆ
カ
ー
ド
乗
車

券
を
紛
失
し
た
場
合
で
、
当
局
が
定
め
る
申
請
書
を
提
出
し
た
と
き
は
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
発
行
事
業

者
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
再
発
行
の
取
扱
い
を
行
う
。

２

障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
又
は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
の
記
名
人
が
当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ

定
期
乗
車
券
又
は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
を
紛
失
し
た
場
合
で
、
当
局
が
定
め
る
申
請
書
を
提

出
し
た
と
き
は
、
次
の
各
号
の
条
件
を
満
た
す
場
合
に
限
っ
て
、
紛
失
し
た
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
定
期
乗

車
券
又
は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
の
使
用
停
止
措
置
と
再
発
行
す
る
た
め
に
必
要
な
帳
票
（
以

下
「
再
発
行
整
理
票
」
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る
手
続
を
行
う
。
た
だ
し
、
再
発
行
す
る
当
日
に
お

い
て
定
期
乗
車
券
又
は
企
画
乗
車
券
の
有
効
期
間
が
終
了
し
て
い
る
場
合
は
、
前
項
の
規
定
を
準
用

す
る
場
合
が
あ
る
。

一

申
請
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
公
的
証
明
書
等
の
提
示
に
よ
り
、
再
発
行
を
請
求
す
る
旅
客
が

当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
又
は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
の
記
名
人
本
人
で
あ
る
こ
と

を
証
明
で
き
る
こ
と
。

二

記
名
人
本
人
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
性
別
の
情
報
が
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
発
行
事
業
者
の

シ
ス
テ
ム
に
登
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
停
止
措
置
を
行
っ
た
当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
又
は
障
害
者
用

Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
は
、
旅
客
が
再
発
行
整
理
票
発
行
日
の
翌
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
次
の
第
一
号
か

ら
第
三
号
ま
で
の
条
件
を
満
た
し
た
上
、
再
発
行
を
請
求
し
た
場
合
に
限
っ
て
、
当
該
障
害
者
用
Ｉ

Ｃ
定
期
乗
車
券
又
は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
裏
面
に
刻
印
さ
れ
た
も
の
と
異
な
る
カ
ー
ド
番
号

の
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
又
は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
を
再
発
行
す
る
。

一

公
的
証
明
書
等
の
提
示
に
よ
り
、
再
発
行
を
請
求
す
る
旅
客
が
当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車

券
又
は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
の
記
名
人
本
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
で
き
る
こ
と
。

二

再
発
行
す
る
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
に
付
加
さ
れ
て
い
る
定
期
乗
車
券
又
は
企
画
乗
車

券
が
当
局
で
発
売
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

旅
客
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
さ
れ
た
再
発
行
整
理
票
を
提
出
す
る
こ
と
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
り
再
発
行
の
取
扱
い
を
行
う
場
合
は
、
再
発
行
す
る
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車

券
又
は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
そ
れ
ぞ
れ
一
枚
に
つ
き
紛
失
再
発
行
手
数
料
五
百
二
十
円
を
現

金
で
収
受
す
る
。
な
お
、
デ
ポ
ジ
ッ
ト
の
取
扱
い
及
び
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
紛
失
再
発

行
手
数
料
は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
発
行
事
業
者
規
則
の
定
め
に
よ
る
。

５

当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
又
は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
の
使
用
停
止
の
申
出
を
受
け

付
け
た
後
、
こ
れ
を
取
り
消
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
紛
失
し
た
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券

又
は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
が
発
見
さ
れ
た
場
合
に
、
当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
又
は

障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
を
再
発
行
用
の
媒
体
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

６

第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
取
扱
い
を
行
っ
た
後
に
、
紛
失
し
た
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
又

は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
が
発
見
さ
れ
た
場
合
で
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
発
行
事
業
者
が
障

害
者
用
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
又
は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
の
デ
ポ
ジ
ッ
ト
を
収
受
し
て
い
る
場
合
、

デ
ポ
ジ
ッ
ト
の
取
扱
い
は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
発
行
事
業
者
規
則
の
定
め
に
よ
る
。

７

障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
い
ず
れ
か
一
方
を
紛
失
し
た
場
合
、
紛
失
し
た
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ

カ
ー
ド
乗
車
券
の
再
発
行
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
、
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
を
除
き
、
対

と
な
る
も
う
一
方
の
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
使
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
障
害
再
発
行
）

第
十
五
条

障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｆ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
破
損
等
に
よ
っ
て
所
定
の
機
器
で
使
用
で
き
な
い
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場
合
で
、
当
局
が
定
め
る
申
請
書
を
提
出
し
た
と
き
は
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
発
行
事
業
者
規
則
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
再
発
行
の
取
扱
い
を
行
う
。

２

障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
又
は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
の
破
損
等
に
よ
っ
て
所
定
の
機
器

で
使
用
で
き
な
い
場
合
で
、
当
局
が
定
め
る
申
請
書
を
提
出
し
、
か
つ
当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
定
期
乗

車
券
又
は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
を
提
示
し
た
と
き
は
、
再
発
行
整
理
票
を
交
付
す
る
手
続
を

行
う
。
た
だ
し
、
再
発
行
す
る
当
日
に
お
い
て
定
期
乗
車
券
又
は
企
画
乗
車
券
の
有
効
期
間
が
終
了

し
て
い
る
場
合
は
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
再
発
行
整
理
票
が
発
行
さ
れ
た
当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
又
は
障
害

者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
は
、
旅
客
が
再
発
行
整
理
票
発
行
日
の
翌
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
次
の
第
一

号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
条
件
を
満
た
し
た
上
、
再
発
行
を
請
求
し
た
場
合
に
限
っ
て
、
当
該
障
害
者

用
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
又
は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
裏
面
に
刻
印
さ
れ
た
も
の
と
異
な
る
カ
ー
ド

番
号
の
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
又
は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
を
再
発
行
す
る
。

一

旅
客
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
し
た
再
発
行
整
理
票
を
提
出
す
る
こ
と
。

二

旅
客
が
当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
又
は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
を
提
出
す
る
こ
と
。

三

再
発
行
す
る
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
に
付
加
さ
れ
て
い
る
定
期
乗
車
券
又
は
企
画
乗
車

券
が
当
局
で
発
売
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

旅
客
が
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
代
用
乗
車
証
の
発
行
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
代
用
乗
車
証
を
提

出
す
る
こ
と
。

４

当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
又
は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
の
障
害
再
発
行
の
申
出
を
受

け
付
け
た
後
、
こ
れ
を
取
り
消
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
又

は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
を
再
発
行
用
の
媒
体
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

５

前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
理
由
の
い
か
ん

を
問
わ
ず
再
発
行
の
取
扱
い
を
行
わ
な
い
。
な
お
、
こ
の
場
合
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
発
行
事
業

者
が
当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
デ
ポ
ジ
ッ
ト
を
収
受
し
て
い
る
場
合
、
デ
ポ
ジ
ッ
ト
の

取
扱
い
は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
発
行
事
業
者
規
則
の
定
め
に
よ
る
。

一

裏
面
に
刻
印
さ
れ
た
カ
ー
ド
の
番
号
が
判
読
で
き
な
い
場
合

二

旅
客
の
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
又
は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画

乗
車
券
が
障
害
状
態
に
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
、
第
十
二
条
第
十
号
に
よ
り
無
効
と
な
っ
た
場
合

６

障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
い
ず
れ
か
一
方
が
障
害
状
態
と
な
っ
た
場
合
、
障
害
状
態
と
な

っ
た
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
再
発
行
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
、
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書

の
場
合
を
除
き
、
対
と
な
る
も
う
一
方
の
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
使
用
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
た
だ
し
、
当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
に
有
効
な
定
期
乗
車
券
又
は
企
画
乗
車
券
が

付
加
さ
れ
て
い
た
場
合
、
定
期
乗
車
券
又
は
企
画
乗
車
券
の
有
効
区
間
内
に
限
り
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
交
換
）

第
十
六
条

当
局
及
び
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
発
行
事
業
者
の
都
合
に
よ
り
、
旅
客
が
使
用
し
て
い
る

障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
、
当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
裏
面
に
刻
印
さ
れ
た
も
の

と
異
な
る
カ
ー
ド
番
号
の
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
に
予
告
な
く
交
換
す
る
こ
と
が
あ
る
。

２

前
項
の
交
換
を
行
っ
た
後
、
交
換
前
の
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
機
能
停
止
の
取
消
し
又

は
機
能
の
復
元
は
で
き
な
い
。

（
免
責
事
項
）

第
十
七
条

障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
交
換
又
は
再
発
行
に
よ
り
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗

車
券
裏
面
に
刻
印
さ
れ
た
も
の
と
異
な
る
カ
ー
ド
番
号
の
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
発
行
し

た
こ
と
に
よ
る
旅
客
の
損
害
等
に
つ
い
て
は
、
当
局
は
そ
の
責
め
を
負
わ
な
い
。

２

紛
失
し
た
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
払
戻
し
や
Ｓ
Ｆ
の
使
用
等
で
生
じ
た
旅
客
の
損
害
等

に
つ
い
て
は
、
当
局
は
そ
の
責
め
を
負
わ
な
い
。

３

こ
の
規
程
に
定
め
の
な
い
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
を
媒
体
と
し
た
サ
ー
ビ
ス
（
当
局
が
提
供
す

る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
し
て
生
じ
た
使
用
者
の
損
害
等
に
つ
い
て
は
、
当
局
は
そ
の
責
め
を
負
わ

な
い
。第

六
章

払
戻
し

（
払
戻
し
）

第
十
八
条

旅
客
が
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
が
不
要
と
な
り
、
当
局
が
定
め
る
申
請
書
を
提

出
し
た
と
き
は
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
発
行
事
業
者
規
則
の
定
め
に
よ
り
払
戻
し
を
行
う
。

２

旅
客
が
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
に
付
加
さ
れ
た
定
期
乗
車
券
の
機
能
が
不
要
と
な
り
、

当
局
が
定
め
る
申
請
書
を
提
出
し
、
か
つ
公
的
証
明
書
等
の
提
示
に
よ
り
当
該
障
害
者
Ｉ
Ｃ
定
期
乗

車
券
の
記
名
人
本
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
場
合
は
、
記
名
人
本
人
に
対
す
る
定
期
乗
車
券
と
そ
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の
介
護
者
に
対
す
る
定
期
乗
車
券
と
に
つ
い
て
共
に
行
う
場
合
に
限
り
、
定
期
乗
車
券
の
払
戻
し
を

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
旅
客
営
業
規
程
に
定
め
る
払
戻
し
を
行
い
、
定
期
乗
車
券

の
機
能
の
み
を
消
去
し
て
返
却
す
る
。

３

旅
客
が
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
が
不
要
と
な
り
、
当
局
が
定
め
る
申
請
書
を
提
出
し
、
か

つ
公
的
証
明
書
等
の
提
示
に
よ
り
当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
の
記
名
人
本
人
で
あ
る
こ
と
を

証
明
し
た
場
合
は
、
記
名
人
本
人
に
対
す
る
定
期
乗
車
券
と
そ
の
介
護
者
に
対
す
る
定
期
乗
車
券
と

に
つ
い
て
共
に
行
う
場
合
に
限
り
、
旅
客
営
業
規
程
に
定
め
る
払
戻
し
及
び
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
発
行
事

業
者
規
則
に
定
め
る
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
払
戻
し
を
行
う
。
こ
の
場
合
の
払
戻
し
額
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
定
期
乗
車
券
の
払
戻
し
額
と
Ｓ
Ｆ
残
額
の
合
算
額
と
す
る
。

４

前
項
の
払
戻
し
を
行
う
場
合
の
手
数
料
は
、
障
害
者
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
及
び
介
護
者
Ｉ
Ｃ
定
期
乗

車
券
そ
れ
ぞ
れ
一
枚
に
つ
き
二
百
二
十
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
定
期
乗
車
券
の
払
戻
し
額
が
手
数
料

額
未
満
の
と
き
は
、
そ
の
満
た
な
い
額
を
Ｓ
Ｆ
残
額
か
ら
充
当
す
る
。
な
お
、
定
期
乗
車
券
の
払
戻

し
額
と
Ｓ
Ｆ
残
額
の
合
算
額
が
手
数
料
額
未
満
の
と
き
は
、
そ
の
合
算
額
の
同
額
を
手
数
料
と
す
る
。

５

旅
客
が
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
に
付
加
さ
れ
た
企
画
乗
車
券
の
機
能
が
不
要
と
な
り
、

当
局
が
定
め
る
申
請
書
を
提
出
し
、
か
つ
公
的
証
明
書
等
の
提
示
に
よ
り
当
該
障
害
者
Ｉ
Ｃ
企
画
乗

車
券
の
記
名
人
本
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
場
合
は
、
記
名
人
本
人
に
対
す
る
企
画
乗
車
券
と
そ

の
介
護
者
に
対
す
る
企
画
乗
車
券
と
に
つ
い
て
共
に
行
う
場
合
に
限
り
企
画
乗
車
券
の
払
戻
し
を
請

求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
旅
客
営
業
規
程
等
に
定
め
る
払
戻
し
を
行
い
、
企
画
乗
車
券

の
機
能
の
み
を
消
去
し
て
返
却
す
る
。

６

旅
客
が
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
が
不
要
と
な
り
、
当
局
が
定
め
る
申
請
書
を
提
出
し
、
か

つ
公
的
証
明
書
等
の
提
示
に
よ
り
当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
の
記
名
人
本
人
で
あ
る
こ
と
を

証
明
し
た
場
合
は
、
記
名
人
本
人
に
対
す
る
企
画
乗
車
券
と
そ
の
介
護
者
に
対
す
る
企
画
乗
車
券
と

に
つ
い
て
共
に
行
う
場
合
に
限
り
、
旅
客
営
業
規
程
に
定
め
る
払
戻
し
及
び
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
発
行
事

業
者
規
則
に
定
め
る
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
払
戻
し
を
行
う
。
こ
の
場
合
の
払
戻
し
額
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
企
画
乗
車
券
の
払
戻
し
額
と
Ｓ
Ｆ
残
額
の
合
算
額
と
す
る
。

７

前
項
の
払
戻
し
を
行
う
場
合
の
手
数
料
は
、
障
害
者
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
及
び
介
護
者
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド

企
画
乗
車
券
そ
れ
ぞ
れ
一
枚
に
つ
き
二
百
二
十
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
企
画
乗
車
券
の
払
戻
し
額
が

手
数
料
額
未
満
の
と
き
は
、
そ
の
満
た
な
い
額
を
Ｓ
Ｆ
残
額
か
ら
充
当
す
る
。
な
お
、
企
画
乗
車
券

の
払
戻
し
額
と
Ｓ
Ｆ
残
額
の
合
算
額
が
手
数
料
額
未
満
の
と
き
は
、
そ
の
合
算
額
の
同
額
を
手
数
料

と
す
る
。

第
七
章

特
殊
取
扱
い

（
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
変
更
）

第
十
九
条

旅
客
が
無
記
名
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
を
差
し
出
し
て
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
へ
の
変
更

を
申
し
出
た
場
合
、
又
は
記
名
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
を
差
し
出
し
て
障
害
者
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
へ
の
変
更

を
申
し
出
た
場
合
（
障
害
者
本
人
が
記
名
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
の
記
名
人
に
限
る
。
）
は
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ

発
行
事
業
者
規
則
の
定
め
に
よ
り
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
又
は
障
害
者
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券

へ
の
変
更
を
行
う
。

２

障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
発
行
事
業
者
規
則
の
定
め
に
よ
り
、
記
名
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
か
ら
介
護
者
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド

乗
車
券
へ
の
変
更
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
か
ら
無
記
名
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
及
び
記
名
Ｉ
Ｃ
カ
ー

ド
へ
の
変
更
は
で
き
な
い
。

３

定
期
乗
車
券
の
機
能
が
付
加
さ
れ
た
記
名
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
か
ら
障
害
者
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
へ
の
変

更
は
で
き
な
い
。

（
有
効
期
限
の
更
新
）

第
二
十
条

旅
客
が
、
有
効
期
限
を
超
え
て
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
使
用
を
希
望
す
る
場
合
、

別
に
定
め
る
申
請
書
及
び
当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
提
出
し
、
か
つ
、
手
帳
の
提
示
を

行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
ほ
か
、
当
局
は
、
当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
Ｓ
Ｆ
残
額
履
歴
を
確
認
し
、
引

き
続
き
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
使
用
を
認
め
る
と
判
断
し
た
場
合
に
限
り
、
有
効
期
限
の

更
新
を
行
う
。
こ
の
場
合
、
更
新
日
の
一
年
後
の
同
月
末
日
を
新
た
な
有
効
期
限
と
す
る
。

（
都
営
交
通
無
料
乗
車
券
情
報
の
記
録
）

第
二
十
一
条

無
料
乗
車
券
の
発
行
を
受
け
た
使
用
者
（
第
一
種
身
体
障
害
者
又
は
第
一
種
知
的
障
害

者
に
限
る
。
）
が
希
望
す
る
場
合
は
、
使
用
者
本
人
が
当
該
無
料
乗
車
券
を
差
し
出
す
こ
と
に
よ
り
、

障
害
者
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
（
定
期
乗
車
券
又
は
企
画
乗
車
券
の
情
報
が
記
録
さ
れ
た
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド

を
除
く
。
）
に
無
料
乗
車
券
の
機
能
を
付
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
三
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◉
交
通
局
規
程
第
三
十
五
号

東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

東
京
都
交
通
局
長

武

市

玲

子

東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規
程

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
東
京
都
交
通
局
（
以
下
「
当
局
」
と
い
う
。
）
の
東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ

イ
ナ
ー
（
以
下
「
ラ
イ
ナ
ー
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る

者
の
う
ち
第
一
種
身
体
障
害
者
又
は
療
育
手
帳
制
度
要
綱
（
昭
和
四
十
八
年
九
月
二
十
七
日
厚
生
省

発
児
第
百
五
十
六
号
厚
生
事
務
次
官
通
知
）
の
規
定
に
よ
り
療
育
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
の

う
ち
第
一
種
知
的
障
害
者
と
そ
の
介
護
者
に
限
り
発
行
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
（
以
下
「
障
害
者

用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
旅
客
の
運
送
等
に
つ
い
て
、
そ
の
使
用
条
件
を
定
め
、

も
っ
て
旅
客
の
利
便
性
向
上
と
業
務
の
適
正
な
遂
行
と
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
適
用
範
囲
）

第
二
条

ラ
イ
ナ
ー
に
お
い
て
旅
客
の
運
送
等
を
行
う
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

株
式
会
社
パ
ス
モ
が
発
行
す
る
「
障
が
い
者
用
Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
」

二

株
式
会
社
パ
ス
モ
が
相
互
利
用
を
行
う
以
下
の
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券

ア

東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
が
発
行
す
る
「
障
が
い
者
用
Ｓ
ｕ
ｉ
ｃ
ａ
」

イ

東
京
臨
海
高
速
鉄
道
株
式
会
社
が
発
行
す
る
「
障
が
い
者
用
り
ん
か
い
Ｓ
ｕ
ｉ
ｃ
ａ
」

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
第
二
号
に
定
め
る
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
う
ち
、

一
部
の
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
に
つ
い
て
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
処
理
す
る
機

器
で
使
用
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
。

３

第
一
項
の
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
に
よ
る
旅
客
の
運
送
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
程
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

４

東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規
程
（
平
成
二
十
年
交
通
局
規
程
第

三
十
二
号
。
以
下
「
Ｉ
Ｃ
規
程
」
と
い
う
。
）
第
四
条
、
第
六
条
、
第
八
条
、
第
九
条
、
第
十
条
、

第
十
二
条
、
第
十
四
条
、
第
十
五
条
、
第
二
十
八
条
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
三
条
、

第
三
十
四
条
、
第
四
十
五
条
及
び
第
四
十
六
条
の
規
定
は
、
ラ
イ
ナ
ー
に
お
け
る
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ

ー
ド
乗
車
券
に
よ
る
旅
客
の
運
送
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
小
児
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
と
し
て

の
取
扱
い
は
行
わ
な
い
。

５

第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
に
お

い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
各
号
に
定
め
る
取
扱
い
は
行
わ
な
い
。

一

第
六
条
（
発
売
）

二

第
十
条
第
二
項
（
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
再
印
字
）

三

第
十
一
条
第
二
項
（
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
個
人
情
報
の
変
更
）

四

第
十
四
条
（
紛
失
再
発
行
）
、
た
だ
し
本
条
に
定
め
る
再
発
行
整
理
票
交
付
手
続
は
行
う
。

五

第
十
五
条
（
障
害
再
発
行
）
、
た
だ
し
本
条
に
定
め
る
再
発
行
整
理
票
交
付
手
続
は
行
う
。

六

第
十
六
条
（
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
交
換
）

七

第
十
八
条
（
払
戻
し
）

八

第
十
九
条
（
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
変
更
）

九

第
二
十
条
（
有
効
期
限
の
更
新
）

十

第
二
十
一
条
（
都
営
交
通
無
料
乗
車
券
情
報
の
記
録
）

６

こ
の
規
程
に
定
め
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
法
令
、
東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
条
例
施

行
規
程
（
平
成
二
十
年
交
通
局
規
程
第
三
十
一
号
。
以
下
「
施
行
規
程
」
と
い
う
。
）
、
Ｉ
Ｃ
規
程
、

障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
発
行
事
業
者
が
定
め
る
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
則
（
以
下
「
障
害
者

用
Ｉ
Ｃ
発
行
事
業
者
規
則
」
と
い
う
。
）
等
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
用
語
の
意
義
）

第
三
条

こ
の
規
程
に
お
け
る
主
な
用
語
の
意
義
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

「
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
発
行
事
業
者
」
と
は
、
株
式
会
社
パ
ス
モ
、
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式

会
社
及
び
東
京
臨
海
高
速
鉄
道
株
式
会
社
を
い
う
。

二

「
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
」
と
は
、
Ｉ
Ｃ
取
扱
事
業
者
の
う
ち
鉄
道
事
業
者
を
い
う
。

三

「
障
害
者
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
」
と
は
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
う
ち
障
害
者
本
人
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の
使
用
に
供
す
る
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
い
う
。

四

「
介
護
者
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
」
と
は
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
う
ち
介
護
者
の
使

用
に
供
す
る
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
い
う
。

五

「
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｆ
カ
ー
ド
乗
車
券
」
と
は
、
Ｓ
Ｆ
に
よ
り
旅
客
の
運
送
等
に
供
す
る
障
害

者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
い
う
。

六

「
障
害
者
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｆ
カ
ー
ド
乗
車
券
」
と
は
、
Ｓ
Ｆ
に
よ
り
旅
客
の
運
送
等
に
供
す
る
障
害
者

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
い
う
。

七

「
介
護
者
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｆ
カ
ー
ド
乗
車
券
」
と
は
、
Ｓ
Ｆ
に
よ
り
旅
客
の
運
送
等
に
供
す
る
介
護
者

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
い
う
。

八

「
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
」
と
は
、
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
の
定
期
乗
車
券
の
機
能
を
付
加
し

た
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
い
う
。

九

「
障
害
者
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
」
と
は
、
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
の
定
期
乗
車
券
の
機
能
を
付
加
し
た

障
害
者
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
い
う
。

十

「
介
護
者
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
」
と
は
、
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
の
定
期
乗
車
券
の
機
能
を
付
加
し
た

介
護
者
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
い
う
。

十
一

「
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
」
と
は
、
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
が
施
行
規
程
等
に
定
め
る
旅
客

運
賃
の
割
引
を
行
う
乗
車
券
（
以
下
「
企
画
乗
車
券
」
と
い
う
。
）
の
機
能
を
付
加
し
た
障
害
者

用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
い
う
。

十
二

「
障
害
者
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
」
と
は
、
企
画
乗
車
券
の
機
能
を
付
加
し
た
障
害
者
Ｉ
Ｃ
カ
ー

ド
乗
車
券
を
い
う
。

十
三

「
介
護
者
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
」
と
は
、
企
画
乗
車
券
の
機
能
を
付
加
し
た
介
護
者
Ｉ
Ｃ
カ
ー

ド
乗
車
券
を
い
う
。

２

こ
の
規
程
に
定
め
の
な
い
用
語
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
Ｉ
Ｃ
規
程
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
発
行
事
業
者

規
則
、
そ
の
他
の
関
連
す
る
規
程
等
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

Ｉ
Ｃ
規
程
第
三
条
第
一
号
中
「
Ｉ
Ｃ
発
行
事
業
者
規
則
」
と
あ
る
の
は
「
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
発
行
事
業

者
規
則
」
と
、
同
条
第
十
四
号
中
「
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
発
行
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ

ー
ド
発
行
事
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
使
用
方
法
及
び
制
限
事
項
）

第
四
条

障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
使
用
し
て
乗
車
す
る
と
き
は
、
Ｉ
Ｃ
規
程
第
五
条
に
定
め

る
取
扱
い
の
ほ
か
、
障
害
者
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
及
び
そ
の
対
と
な
る
介
護
者
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券

を
同
時
か
つ
同
一
行
程
で
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
ラ
イ
ナ
ー
線
内
を
利
用
す
る
場

合
に
限
り
、
障
害
者
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
単
独
で
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

障
害
者
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
は
記
名
人
本
人
、
介
護
者
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
は
障
害
者
Ｉ
Ｃ
カ
ー

ド
乗
車
券
を
使
用
す
る
記
名
人
本
人
を
介
護
す
る
能
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
限
り
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

３

障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
は
、
有
効
期
限
終
了
後
は
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、

第
二
十
条
に
規
定
す
る
有
効
期
限
の
更
新
手
続
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
有
効
期
限
を
延
長
し
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
個
人
情
報
の
取
扱
い
）

第
五
条

障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
に
係
る
個
人
情
報
の
取
扱
い
は
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
発

行
事
業
者
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
二
章

発
売

（
発
売
）

第
六
条

障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
は
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
発
行
事
業
者
規
則
の
定
め
に
よ
り
駅
等

で
発
売
す
る
。

２

旅
客
が
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
に
定
期
乗
車
券
の
機
能
を
付
加
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
場

合
で
、
必
要
事
項
を
記
入
し
た
購
入
申
込
書
の
提
出
及
び
身
体
障
害
者
手
帳
又
は
療
育
手
帳
（
以
下

「
手
帳
」
と
い
う
。
）
を
提
示
し
た
と
き
は
、
施
行
規
程
第
二
十
八
条
、
第
二
十
九
条
又
は
第
二
十

九
条
の
二
に
定
め
る
割
引
の
定
期
乗
車
券
に
限
り
発
売
す
る
。

３

旅
客
が
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
に
企
画
乗
車
券
の
機
能
を
付
加
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
場

合
は
、
第
一
種
身
体
障
害
者
又
は
第
一
種
知
的
障
害
者
と
そ
の
介
護
者
に
対
し
て
同
時
に
発
売
す
る
。

た
だ
し
、
東
京
都
都
営
交
通
無
料
乗
車
券
発
行
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
交
通
局
規
程
第
四
十
二
号
）

第
二
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
定
め
る
者
に
対
し
て
発
行
す
る
有
効
な
東
京
都
都
営
交
通
無
料
乗
車

券
（
以
下
「
無
料
乗
車
券
」
と
い
う
。
）
の
情
報
を
記
録
し
た
障
害
者
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
所
持

す
る
障
害
者
の
介
護
者
に
限
り
、
単
独
で
発
売
す
る
。

（
Ｓ
Ｆ
残
額
の
確
認
）
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第
七
条

障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｆ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
Ｓ
Ｆ
残
額
は
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
処

理
す
る
機
器
に
よ
り
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｆ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
Ｓ
Ｆ
残
額
履
歴
の
表
示
又
は
印
字
は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
発
行

事
業
者
規
則
の
定
め
に
よ
り
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
処
理
を
行
う
機
器
に
よ
り
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の

Ｓ
Ｆ
残
額
履
歴
の
表
示
又
は
印
字
は
最
近
の
Ｓ
Ｆ
残
額
履
歴
か
ら
二
十
件
ま
で
と
し
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
場
合
は
表
示
又
は
印
字
に
よ
る
確
認
は
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。

一

出
場
処
理
が
さ
れ
て
い
な
い
Ｓ
Ｆ
残
額
履
歴

二

所
定
の
機
器
に
よ
る
処
理
が
完
全
に
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
き
の
Ｓ
Ｆ
残
額
履
歴

三

第
十
四
条
又
は
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
再
発
行
し
た
と
き

の
再
発
行
前
の
Ｓ
Ｆ
残
額
履
歴

四

第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
交
換
し
た
と
き
の
交
換
前
の
Ｓ
Ｆ

残
額
履
歴

３

当
局
に
お
い
て
は
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
発
行
事
業
者
規
則
の
定
め
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
二
項
に
定
め

る
Ｓ
Ｆ
残
額
及
び
Ｓ
Ｆ
残
額
履
歴
の
ほ
か
、
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー

ド
乗
車
券
に
限
り
、
最
近
の
Ｓ
Ｆ
残
額
履
歴
か
ら
百
件
ま
で
遡
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま

た
、
こ
の
場
合
に
は
、
第
十
四
条
又
は
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を

再
発
行
し
た
と
き
の
再
発
行
前
の
Ｓ
Ｆ
残
額
履
歴
及
び
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ

ー
ド
乗
車
券
を
交
換
し
た
と
き
の
交
換
前
の
Ｓ
Ｆ
残
額
履
歴
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

次
の
各
号
に
定
め
る
場
合
は
表
示
又
は
印
字
に
よ
る
確
認
は
で
き
な
い
。

一

出
場
処
理
が
さ
れ
て
い
な
い
Ｓ
Ｆ
残
額
履
歴

二

所
定
の
機
器
に
よ
る
処
理
が
完
全
に
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
き
の
Ｓ
Ｆ
残
額
履
歴

三

二
十
六
週
間
を
経
過
し
た
Ｓ
Ｆ
残
額
履
歴

四

第
十
四
条
又
は
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
再
発
行
し
た
当
日

に
お
け
る
再
発
行
前
の
Ｓ
Ｆ
残
額
履
歴

五

第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
交
換
し
た
当
日
に
お
け
る
交
換
前

の
Ｓ
Ｆ
残
額
履
歴

第
三
章

運
賃

（
運
賃
の
減
額
）

第
八
条

障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
使
用
し
て
、
第
四
条
及
び
Ｉ
Ｃ
規
程
第
五
条
第
一
項
の
定

め
に
よ
り
乗
車
し
た
場
合
、
出
場
時
に
Ｉ
Ｃ
規
程
第
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第
三
十

五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
に
規
定
す
る
割
引
運
賃
を
減
額
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
割
引
の
運
賃
を
減
額
す
る
場
合
、
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
一
円

未
満
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。

第
四
章

効
力

（
効
力
）

第
九
条

障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
区
間
内
を
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｆ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
使

用
し
て
乗
車
す
る
場
合
の
効
力
は
Ｉ
Ｃ
規
程
第
十
七
条
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
各
項
に
定
め
る
と
お
り

と
す
る
。

２

介
護
者
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
か
ら
Ｉ
Ｃ
規
程
第
十
六
条
に
定
め
る
割
引
の
運
賃
を
減
額
す
る
こ
と

を
承
諾
し
、
か
つ
介
護
能
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
小
児
が
使
用
す
る
場
合
に
は
、
任
意
の
小
児
一

人
が
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

定
期
乗
車
券
及
び
企
画
乗
車
券
の
機
能
を
付
加
し
た
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
に
つ
い
て
、

Ｓ
Ｆ
を
チ
ャ
ー
ジ
し
て
券
面
表
示
区
間
外
又
は
券
面
表
示
の
有
効
期
間
の
開
始
日
前
若
し
く
は
有
効

期
間
の
満
了
日
の
翌
日
以
降
に
お
い
て
乗
車
す
る
場
合
は
、
第
一
項
を
適
用
す
る
。

（
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
再
印
字
）

第
十
条

障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
は
、
そ
の
券
面
に
表
示
す
べ
き
事
項
（
以
下
「
券
面
表
示
事

項
」
と
い
う
。
）
が
不
明
と
な
っ
た
と
き
は
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
場
合
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
発
行
事
業
者
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
速
や
か
に
当
該
障

害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
当
局
に
差
し
出
し
て
、
券
面
表
示
事
項
の
再
印
字
を
請
求
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
個
人
情
報
の
変
更
）

第
十
一
条

改
氏
名
等
に
よ
り
、
旅
客
の
個
人
情
報
と
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
に
記
録
さ
れ
た

個
人
情
報
に
相
違
が
生
じ
た
場
合
、
当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
は
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
場
合
、
旅
客
は
速
や
か
に
当
局
の
定
め
る
申
込
書
及
び
当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車

券
を
当
局
に
差
し
出
し
て
、
個
人
情
報
変
更
の
請
求
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
の
取
扱
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い
は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
発
行
事
業
者
規
則
の
定
め
に
よ
る
。

（
無
効
と
な
る
場
合
）

第
十
二
条

障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
無
効

と
す
る
。
こ
の
場
合
、
無
効
と
な
っ
た
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
取
扱
い
は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ

発
行
事
業
者
規
則
の
定
め
に
よ
る
。

一

旅
行
開
始
後
の
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
他
人
か
ら
譲
り
受
け
て
使
用
し
た
場
合

二

係
員
の
承
諾
な
く
改
札
機
等
に
よ
る
改
札
を
受
け
ず
に
入
出
場
し
た
場
合
、
又
は
障
害
者
用
Ｉ

Ｃ
定
期
乗
車
券
及
び
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
の
券
面
表
示
区
間
外
の
区
間
を
乗
車
し
、
係
員

の
承
諾
を
受
け
ず
に
出
場
し
た
場
合

三

障
害
者
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
記
名
人
本
人
以
外
の
者
が
使
用
し
た
場
合

四

障
害
者
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
記
名
人
本
人
が
単
独
で
使
用
し
た
場
合
（
第
四
条
第
一
項
た
だ

し
書
の
場
合
を
除
く
。
）

五

介
護
者
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
介
護
者
が
単
独
で
使
用
し
た
場
合

六

券
面
表
示
事
項
が
不
明
と
な
っ
た
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
使
用
し
た
場
合

七

使
用
資
格
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
性
別
及
び
電
話
番
号
を
偽
っ
て
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車

券
を
購
入
又
は
使
用
し
た
場
合

八

券
面
表
示
事
項
を
ぬ
り
消
し
、
又
は
改
変
し
て
使
用
し
た
場
合

九

偽
造
、
変
造
又
は
不
正
に
作
成
さ
れ
た
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
若
し
く
は
Ｓ
Ｆ
を
使
用

し
た
場
合

十

旅
客
の
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
が
障
害
状
態
と
な
っ
た

と
認
め
ら
れ
る
場
合

十
一

そ
の
他
不
正
乗
車
の
手
段
と
し
て
使
用
し
た
場
合

（
不
正
使
用
に
対
す
る
旅
客
運
賃
・
増
運
賃
の
収
受
）

第
十
三
条

前
条
の
規
定
に
該
当
し
た
場
合
、
施
行
規
程
の
定
め
に
よ
り
普
通
旅
客
運
賃
及
び
増
運
賃

を
収
受
す
る
。

第
五
章

再
発
行
・
交
換

（
紛
失
再
発
行
）

第
十
四
条

障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｆ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
記
名
人
が
当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｆ
カ
ー
ド
乗
車

券
を
紛
失
し
た
場
合
で
、
当
局
が
定
め
る
申
請
書
を
提
出
し
た
と
き
は
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
発
行
事
業

者
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
再
発
行
の
取
扱
い
を
行
う
。

２

障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
又
は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
の
記
名
人
が
当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ

定
期
乗
車
券
又
は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
を
紛
失
し
た
場
合
で
、
当
局
が
定
め
る
申
請
書
を
提

出
し
た
と
き
は
、
次
の
各
号
の
条
件
を
満
た
す
場
合
に
限
っ
て
、
紛
失
し
た
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
定
期
乗

車
券
又
は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
の
使
用
停
止
措
置
と
再
発
行
す
る
た
め
に
必
要
な
帳
票
（
以

下
「
再
発
行
整
理
票
」
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る
手
続
を
行
う
。
た
だ
し
、
再
発
行
す
る
当
日
に
お

い
て
定
期
乗
車
券
又
は
企
画
乗
車
券
の
有
効
期
間
が
終
了
し
て
い
る
場
合
は
、
前
項
の
規
定
を
準
用

す
る
場
合
が
あ
る
。

一

申
請
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
公
的
証
明
書
等
の
提
示
に
よ
り
、
再
発
行
を
請
求
す
る
旅
客
が

当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
又
は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
の
記
名
人
本
人
で
あ
る
こ
と

を
証
明
で
き
る
こ
と
。

二

記
名
人
本
人
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
性
別
の
情
報
が
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
発
行
事
業
者
の

シ
ス
テ
ム
に
登
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
停
止
措
置
を
行
っ
た
当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
又
は
障
害
者
用

Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
は
、
旅
客
が
再
発
行
整
理
票
発
行
日
の
翌
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
次
の
第
一
号
か

ら
第
三
号
ま
で
の
条
件
を
満
た
し
た
上
、
再
発
行
を
請
求
し
た
場
合
に
限
っ
て
、
当
該
障
害
者
用
Ｉ

Ｃ
定
期
乗
車
券
又
は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
裏
面
に
刻
印
さ
れ
た
も
の
と
異
な
る
カ
ー
ド
番
号

の
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
又
は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
を
再
発
行
す
る
。

一

公
的
証
明
書
等
の
提
示
に
よ
り
、
再
発
行
を
請
求
す
る
旅
客
が
当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車

券
又
は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
の
記
名
人
本
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
で
き
る
こ
と
。

二

再
発
行
す
る
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
に
付
加
さ
れ
て
い
る
定
期
乗
車
券
又
は
企
画
乗
車

券
が
当
局
で
発
売
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

旅
客
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
さ
れ
た
再
発
行
整
理
票
を
提
出
す
る
こ
と
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
り
再
発
行
の
取
扱
い
を
行
う
場
合
は
、
再
発
行
す
る
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車

券
又
は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
そ
れ
ぞ
れ
一
枚
に
つ
き
紛
失
再
発
行
手
数
料
五
百
二
十
円
を
現

金
で
収
受
す
る
。
な
お
、
デ
ポ
ジ
ッ
ト
の
取
扱
い
及
び
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
紛
失
再
発

行
手
数
料
は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
発
行
事
業
者
規
則
の
定
め
に
よ
る
。
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５

当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
又
は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
の
使
用
停
止
の
申
出
を
受
け

付
け
た
後
、
こ
れ
を
取
り
消
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
紛
失
し
た
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券

又
は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
が
発
見
さ
れ
た
場
合
に
、
当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
又
は

障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
を
再
発
行
用
の
媒
体
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

６

第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
取
扱
い
を
行
っ
た
後
に
、
紛
失
し
た
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
又

は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
が
発
見
さ
れ
た
場
合
で
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
発
行
事
業
者
が
障

害
者
用
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
又
は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
の
デ
ポ
ジ
ッ
ト
を
収
受
し
て
い
る
場
合
、

デ
ポ
ジ
ッ
ト
の
取
扱
い
は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
発
行
事
業
者
規
則
の
定
め
に
よ
る
。

７

障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
い
ず
れ
か
一
方
を
紛
失
し
た
場
合
、
紛
失
し
た
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ

カ
ー
ド
乗
車
券
の
再
発
行
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
、
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
を
除
き
、
対

と
な
る
も
う
一
方
の
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
使
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
障
害
再
発
行
）

第
十
五
条

障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｆ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
破
損
等
に
よ
っ
て
所
定
の
機
器
で
使
用
で
き
な
い

場
合
で
、
当
局
が
定
め
る
申
請
書
を
提
出
し
た
と
き
は
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
発
行
事
業
者
規
則
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
再
発
行
の
取
扱
い
を
行
う
。

２

障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
又
は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
の
破
損
等
に
よ
っ
て
所
定
の
機
器

で
使
用
で
き
な
い
場
合
で
、
当
局
が
定
め
る
申
請
書
を
提
出
し
、
か
つ
当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
定
期
乗

車
券
又
は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
を
提
示
し
た
と
き
は
、
再
発
行
整
理
票
を
交
付
す
る
手
続
を

行
う
。
た
だ
し
、
再
発
行
す
る
当
日
に
お
い
て
定
期
乗
車
券
又
は
企
画
乗
車
券
の
有
効
期
間
が
終
了

し
て
い
る
場
合
は
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
再
発
行
整
理
票
が
発
行
さ
れ
た
当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
又
は
障
害

者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
は
、
旅
客
が
再
発
行
整
理
票
発
行
日
の
翌
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
次
の
第
一

号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
条
件
を
満
た
し
た
上
、
再
発
行
を
請
求
し
た
場
合
に
限
っ
て
、
当
該
障
害
者

用
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
又
は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
裏
面
に
刻
印
さ
れ
た
も
の
と
異
な
る
カ
ー
ド

番
号
の
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
又
は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
を
再
発
行
す
る
。

一

旅
客
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
し
た
再
発
行
整
理
票
を
提
出
す
る
こ
と
。

二

旅
客
が
当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
又
は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
を
提
出
す
る
こ
と
。

三

再
発
行
す
る
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
に
付
加
さ
れ
て
い
る
定
期
乗
車
券
又
は
企
画
乗
車

券
が
当
局
で
発
売
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

旅
客
が
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
代
用
乗
車
証
の
発
行
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
代
用
乗
車
証
を
提

出
す
る
こ
と
。

４

当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
又
は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
の
障
害
再
発
行
の
申
出
を
受

け
付
け
た
後
、
こ
れ
を
取
り
消
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
又

は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
を
再
発
行
用
の
媒
体
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

５

前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
理
由
の
い
か
ん

を
問
わ
ず
再
発
行
の
取
扱
い
を
行
わ
な
い
。
な
お
、
こ
の
場
合
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
発
行
事
業

者
が
当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
デ
ポ
ジ
ッ
ト
を
収
受
し
て
い
る
場
合
、
デ
ポ
ジ
ッ
ト
の

取
扱
い
は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
発
行
事
業
者
規
則
の
定
め
に
よ
る
。

一

裏
面
に
刻
印
さ
れ
た
カ
ー
ド
の
番
号
が
判
読
で
き
な
い
場
合

二

旅
客
の
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
又
は
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画

乗
車
券
が
障
害
状
態
に
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
、
第
十
二
条
第
十
号
に
よ
り
無
効
と
な
っ
た
場
合

６

障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
い
ず
れ
か
一
方
が
障
害
状
態
と
な
っ
た
場
合
、
障
害
状
態
と
な

っ
た
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
再
発
行
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
、
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書

の
場
合
を
除
き
、
対
と
な
る
も
う
一
方
の
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
使
用
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
た
だ
し
、
当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
に
有
効
な
定
期
乗
車
券
又
は
企
画
乗
車
券
が

付
加
さ
れ
て
い
た
場
合
、
定
期
乗
車
券
又
は
企
画
乗
車
券
の
有
効
区
間
内
に
限
り
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
交
換
）

第
十
六
条

当
局
及
び
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
発
行
事
業
者
の
都
合
に
よ
り
、
旅
客
が
使
用
し
て
い
る

障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
、
当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
裏
面
に
刻
印
さ
れ
た
も
の

と
異
な
る
カ
ー
ド
番
号
の
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
に
予
告
な
く
交
換
す
る
こ
と
が
あ
る
。

２

前
項
の
交
換
を
行
っ
た
後
、
交
換
前
の
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
機
能
停
止
の
取
消
し
又

は
機
能
の
復
元
は
で
き
な
い
。

（
免
責
事
項
）

第
十
七
条

障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
交
換
又
は
再
発
行
に
よ
り
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗

車
券
裏
面
に
刻
印
さ
れ
た
も
の
と
異
な
る
カ
ー
ド
番
号
の
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
発
行
し
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た
こ
と
に
よ
る
旅
客
の
損
害
等
に
つ
い
て
は
、
当
局
は
そ
の
責
め
を
負
わ
な
い
。

２

紛
失
し
た
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
払
戻
し
や
Ｓ
Ｆ
の
使
用
等
で
生
じ
た
旅
客
の
損
害
等

に
つ
い
て
は
、
当
局
は
そ
の
責
め
を
負
わ
な
い
。

３

こ
の
規
程
に
定
め
の
な
い
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
を
媒
体
と
し
た
サ
ー
ビ
ス
（
当
局
が
提
供
す

る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
し
て
生
じ
た
使
用
者
の
損
害
等
に
つ
い
て
は
、
当
局
は
そ
の
責
め
を
負
わ

な
い
。第

六
章

払
戻
し

（
払
戻
し
）

第
十
八
条

旅
客
が
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
が
不
要
と
な
り
、
当
局
が
定
め
る
申
請
書
を
提

出
し
た
と
き
は
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
発
行
事
業
者
規
則
の
定
め
に
よ
り
払
戻
し
を
行
う
。

２

旅
客
が
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
に
付
加
さ
れ
た
定
期
乗
車
券
の
機
能
が
不
要
と
な
り
、

当
局
が
定
め
る
申
請
書
を
提
出
し
、
か
つ
公
的
証
明
書
等
の
提
示
に
よ
り
当
該
障
害
者
Ｉ
Ｃ
定
期
乗

車
券
の
記
名
人
本
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
場
合
は
、
記
名
人
本
人
に
対
す
る
定
期
乗
車
券
と
そ

の
介
護
者
に
対
す
る
定
期
乗
車
券
と
に
つ
い
て
共
に
行
う
場
合
に
限
り
、
定
期
乗
車
券
の
払
戻
し
を

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
施
行
規
程
に
定
め
る
払
戻
し
を
行
い
、
定
期
乗
車
券
の
機

能
の
み
を
消
去
し
て
返
却
す
る
。

３

旅
客
が
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
が
不
要
と
な
り
、
当
局
が
定
め
る
申
請
書
を
提
出
し
、
か

つ
公
的
証
明
書
等
の
提
示
に
よ
り
当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
の
記
名
人
本
人
で
あ
る
こ
と
を

証
明
し
た
場
合
は
、
記
名
人
本
人
に
対
す
る
定
期
乗
車
券
と
そ
の
介
護
者
に
対
す
る
定
期
乗
車
券
と

に
つ
い
て
共
に
行
う
場
合
に
限
り
、
施
行
規
程
に
定
め
る
払
戻
し
及
び
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
発
行
事
業
者

規
則
に
定
め
る
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
払
戻
し
を
行
う
。
こ
の
場
合
の
払
戻
し
額
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
定
期
乗
車
券
の
払
戻
し
額
と
Ｓ
Ｆ
残
額
の
合
算
額
と
す
る
。

４

前
項
の
払
戻
し
を
行
う
場
合
の
手
数
料
は
、
障
害
者
Ｉ
Ｃ
定
期
乗
車
券
及
び
介
護
者
Ｉ
Ｃ
定
期
乗

車
券
そ
れ
ぞ
れ
一
枚
に
つ
き
二
百
二
十
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
定
期
乗
車
券
の
払
戻
し
額
が
手
数
料

額
未
満
の
と
き
は
、
そ
の
満
た
な
い
額
を
Ｓ
Ｆ
残
額
か
ら
充
当
す
る
。
な
お
、
定
期
乗
車
券
の
払
戻

し
額
と
Ｓ
Ｆ
残
額
の
合
算
額
が
手
数
料
額
未
満
の
と
き
は
、
そ
の
合
算
額
の
同
額
を
手
数
料
と
す
る
。

５

旅
客
が
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
に
付
加
さ
れ
た
企
画
乗
車
券
の
機
能
が
不
要
と
な
り
、

当
局
が
定
め
る
申
請
書
を
提
出
し
、
か
つ
公
的
証
明
書
等
の
提
示
に
よ
り
当
該
障
害
者
Ｉ
Ｃ
企
画
乗

車
券
の
記
名
人
本
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
場
合
は
、
記
名
人
本
人
に
対
す
る
企
画
乗
車
券
と
そ

の
介
護
者
に
対
す
る
企
画
乗
車
券
と
に
つ
い
て
共
に
行
う
場
合
に
限
り
企
画
乗
車
券
の
払
戻
し
を
請

求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
施
行
規
程
等
に
定
め
る
払
戻
し
を
行
い
、
企
画
乗
車
券
の
機

能
の
み
を
消
去
し
て
返
却
す
る
。

６

旅
客
が
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
が
不
要
と
な
り
、
当
局
が
定
め
る
申
請
書
を
提
出
し
、
か

つ
公
的
証
明
書
等
の
提
示
に
よ
り
当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
の
記
名
人
本
人
で
あ
る
こ
と
を

証
明
し
た
場
合
は
、
記
名
人
本
人
に
対
す
る
企
画
乗
車
券
と
そ
の
介
護
者
に
対
す
る
企
画
乗
車
券
と

に
つ
い
て
共
に
行
う
場
合
に
限
り
、
施
行
規
程
に
定
め
る
払
戻
し
及
び
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
発
行
事
業
者

規
則
に
定
め
る
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
払
戻
し
を
行
う
。
こ
の
場
合
の
払
戻
し
額
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
企
画
乗
車
券
の
払
戻
し
額
と
Ｓ
Ｆ
残
額
の
合
算
額
と
す
る
。

７

前
項
の
払
戻
し
を
行
う
場
合
の
手
数
料
は
、
障
害
者
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
及
び
介
護
者
Ｉ
Ｃ
企
画
乗

車
券
そ
れ
ぞ
れ
一
枚
に
つ
き
二
百
二
十
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
企
画
乗
車
券
の
払
戻
し
額
が
手
数
料

額
未
満
の
と
き
は
、
そ
の
満
た
な
い
額
を
Ｓ
Ｆ
残
額
か
ら
充
当
す
る
。
な
お
、
企
画
乗
車
券
の
払
戻

し
額
と
Ｓ
Ｆ
残
額
の
合
算
額
が
手
数
料
額
未
満
の
と
き
は
、
そ
の
合
算
額
の
同
額
を
手
数
料
と
す
る
。

第
七
章

特
殊
取
扱
い

（
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
変
更
）

第
十
九
条

旅
客
が
無
記
名
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
を
差
し
出
し
て
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
へ
の
変
更

を
申
し
出
た
場
合
、
又
は
記
名
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
を
差
し
出
し
て
障
害
者
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
へ
の
変
更

を
申
し
出
た
場
合
（
障
害
者
本
人
が
記
名
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
の
記
名
人
に
限
る
。
）
は
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ

発
行
事
業
者
規
則
の
定
め
に
よ
り
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
又
は
障
害
者
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券

へ
の
変
更
を
行
う
。

２

障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
発
行
事
業
者
規
則
の
定
め
に
よ
り
、
記
名
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
か
ら
介
護
者
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド

乗
車
券
へ
の
変
更
、
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
か
ら
無
記
名
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
及
び
記
名
Ｉ
Ｃ
カ
ー

ド
へ
の
変
更
は
で
き
な
い
。

３

定
期
乗
車
券
の
機
能
が
付
加
さ
れ
た
記
名
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
か
ら
障
害
者
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
へ
の
変

更
は
で
き
な
い
。

（
有
効
期
限
の
更
新
）

第
二
十
条

旅
客
が
、
有
効
期
限
を
超
え
て
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
使
用
を
希
望
す
る
場
合
、
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別
に
定
め
る
申
請
書
及
び
当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
を
提
出
し
、
か
つ
、
手
帳
の
提
示
を

行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
ほ
か
、
当
局
は
、
当
該
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
Ｓ
Ｆ
残
額
履
歴
を
確
認
し
、
引

き
続
き
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
の
使
用
を
認
め
る
と
判
断
し
た
場
合
に
限
り
、
有
効
期
限
の

更
新
を
行
う
。
こ
の
場
合
、
更
新
日
の
一
年
後
の
同
月
末
日
を
新
た
な
有
効
期
限
と
す
る
。

（
都
営
交
通
無
料
乗
車
券
情
報
の
記
録
）

第
二
十
一
条

無
料
乗
車
券
の
発
行
を
受
け
た
使
用
者
（
第
一
種
身
体
障
害
者
又
は
第
一
種
知
的
障
害

者
に
限
る
。
）
が
希
望
す
る
場
合
は
、
使
用
者
本
人
が
当
該
無
料
乗
車
券
を
差
し
出
す
こ
と
に
よ
り
、

障
害
者
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
（
定
期
乗
車
券
又
は
企
画
乗
車
券
の
情
報
が
記
録
さ
れ
た
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド

を
除
く
。
）
に
無
料
乗
車
券
の
機
能
を
付
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
三
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。
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